
 

 

 

 

人 事 院 会 議 議 事 録  

 

                                                              

会 議 日 

 令和６年１０月２９日 火曜日 

 

会議の出席者 

 

            川本総裁 伊藤人事官 土生人事官 

           （幹 事）  柴﨑事務総長、役田総括審議官 

           （説明員）  （公平審査局） 

             練合局長、高尾審議官、酒井首席審理官、 

川口主任審理官 

 

 議 題 

○ 行政措置要求事案に関する判定 

    平成２５年第９号事案 

        要求内容：平成２５年１２月２７日に提出された「女性トイレの使用制限の撤

廃等に関する行政措置の要求」に対する平成２７年５月２９日付け

判定のうち最高裁判所令和５年７月１１日判決により取消しが確定

した部分に係る要求（申請者に職場の女性トイレを自由に使用させ

るよう求める要求） 

 

 議事の概要 

○ 議題「平成２５年第９号事案」について、担当局から、最高裁判決の趣旨に従

い、申請者に関して、申請者の執務している部署の執務室がある庁舎の女性トイ

レを自由に使用させるとの措置を講ずるべきであるとして申請者の要求を容認す

ることが適当であると説明があった。 

同事案については、要求を容認すると、三人事官一致で議決された。 

 

 


